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(57)【要約】
【課題】インボードアームのロック解除時のロックレバ
ーの操作を容易とし、また、ロック解除の際にロックレ
バーとＨ形鋼設置台との間に指を挟むのを防止すること
のできるローディングアーム及びローディングアームロ
ック装置を提供する。
【解決手段】インボードアーム４の固定ウェイト１０に
設けられた固定ウェイトフック部１１に係合して、ロー
ディングアーム１をロックするためのロック装置２０に
おいて、基台２３に対して揺動自在に取り付けられたロ
ックレバー２２は、一端にバランスウェイト２９を固定
し、他端は作業者が把持し操作する操作側を形成するた
めのパイプ状の操作管３０とされ、操作管３０は、内部
に円柱状の可動ウェイト３３を備えており、可動ウェイ
ト３３には、可動ウェイト３３の一部を引き出した時、
操作管３０に係合して、可動ウェイト３の操作管内方へ
の移動を阻止する係止機構３４が設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インボードアームの固定ウェイトに設けられた固定ウェイトフック部に係合して、ロー
ディングアームをロックするためのロック装置において、
　ローディングアームのライザーに設置された設置台に固定された基台と、前記基台に対
して揺動自在に取り付けられたロックレバーと、を備え、
　前記ロックレバーは、一端にバランスウェイトを固定し、他端は作業者が把持し操作す
る操作部を形成するためのパイプ状の操作管とされ、
　前記操作管は、前記操作管の端部開口部から引出可能に前記操作管の内部に摺動自在に
配置され、前記操作管内に設けた付勢手段により前記端部開口部とは反対側へと付勢され
た円柱状の可動ウェイトを備えており、
　前記可動ウェイトには、前記付勢手段による付勢力に抗して前記可動ウェイトを前記開
口部から前記可動ウェイトの一部を引き出した時、前記操作管に係合して、前記可動ウェ
イトの前記操作管内方への移動を阻止する係止機構が設けられることを特徴とするローデ
ィングアームロック装置。
【請求項２】
　前記基台には、前記ロックレバーの揺動を制限するための係止ピンを備えていることを
特徴とする請求項１に記載のローディングアームロック装置。
【請求項３】
　前記係止機構は、前記可動ウェイトの直径方向に摺動自在に配置されたロックボタンと
、前記ロックボタンを前記可動ウェイトの半径方向外方へと押圧しているばね部材と、を
備えており、前記ロックボタンは、前記可動ウェイトが前記可動ウェイトの前記開口部か
ら前記可動ウェイトの一部を引き出した時、前記可動ウェイトの外周部より外方へと突出
して前記操作管に係合して、前記可動ウェイトの前記操作管内方への移動を阻止すること
を特徴とする請求項１又は２に記載のローディングアームロック装置。
【請求項４】
　前記付勢手段は、ばね部材であり、前記可動ウェイトに形成された長穴内に設置され、
一端が可動ウェイトに取り付けられ、他端は、前記操作管に取り付けられて、前記可動ウ
ェイトを前記操作管の端部開口部とは反対方向に付勢することを特徴とする請求項１～３
のいずれかの項に記載のローディングアームロック装置。
【請求項５】
　前記操作管に、前記可動ウェイトの外周部より外方へと突出した前記係止機構の前記ロ
ックボタンを前記可動ウェイトの外周部より内方へと押し込むための押し下げ装置を設け
たことを特徴とする請求項１～４のいずれかの項に記載のローディングアームロック装置
。
【請求項６】
　インボードアームの固定ウェイトに設けられた固定ウェイトフック部に係合して、ロー
ディングアームをロックするためのロック装置を備えたローディングアームにおいて、
　前記ロック装置は、請求項１～５のいずれかの項に記載のローディングアームロック装
置であることを特徴とするローディングアーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原油、石油製品等の流体のタンカーに対する荷役装置として使用される、台
座に固定された腕状の可動配管であるローディングアームに関し、特に、ローディングア
ームのロック装置に特徴を有する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原油、石油製品等の流体のタンカーに対する荷役装置としてローディングアーム
１が使用されている（例えば、特許文献１、２参照）。図４及び図５に、ローディングア
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ーム１の一例を示す。
【０００３】
　図示するように、ローディングアーム１は、ライザー２が台座３に立設されており、ラ
イザー２の上端部にはインボードアーム４が、その長手方向中間部において回動継手５を
介して取り付けられており、インボードアーム４は、垂直面及び水平面内にて回動自在と
される。
【０００４】
　更に、インボードアーム４の先端側の端部にはアウトボードアーム６の長手方向中間部
が回動継手７を介して取り付けられており、アウトボードアーム６は垂直面内において回
動自在とされる。アウトボードアーム６の先端部は、スイベルジョイント８を介してタン
カーの荷役管９などに接続可能とされる。
【０００５】
　インボードアーム４の、アウトボードアーム接続端部とは反対の後端側端部には、回動
継手５を中心とした、インボードアームの先端側と後端側とのバランスを取るために固定
ウェイト１０が取り付けられている。
【０００６】
　荷役作業時には、図４に示すように、インボードアーム４を回動し、先端側端部に取り
付けたアウトボードアーム６を下げた状態に維持されるが、荷役作業が終了すると、図５
に示すように、インボードアーム４を回動し、先端側端部に取り付けたアウトボードアー
ム６を持ち上げた状態に維持し、インボードアーム４とアウトボードアーム６は、ライザ
ー２と併置して略垂直な状態で格納される。
【０００７】
　通常、インボードアーム４は、格納状態にて不測の動きを行わないように、インボード
アーム４の固定ウェイト１０の下方に設置した固定ウェイトフック部１１を、ライザー２
に設置したロック装置２０によりロックすることが行われている。
【０００８】
　つまり、従来のロック装置２０は、図６及び図７を参照して説明すれば、ライザー２に
設置されたＨ形鋼から成る設置台２１上に取り付けられている。
【０００９】
　ロック装置２０は、作業者が把持し、操作することのできる所定長さのロックレバー２
２を備えており、ロックレバー２２は、基台２３に揺動自在に取り付けられている。
【００１０】
　基台２３は、本実施例では、上方に開口した断面がＵ字形状の細長溝部２４ａが形成さ
れた基台本体２４と、この基台本体２４と一体に形成され基台本体２４を設置台２１に取
り付けるための支持台２５とを有している。支持台２５は、ボルト２５ａにより設置台２
１に固定されている。
【００１１】
　基台本体２４の細長溝部２４ａ内に位置して、ロックレバー２２が配置されており、こ
のロックレバー２２は、細長溝部２４ａを横切って水平方向に貫通して装着された枢軸２
６にて基台本体２４の細長溝部２４ａ内に取り付けられ、この枢軸２６を回転中心として
揺動自在とされる。
【００１２】
　インボードアーム格納時には、図６に示すように、ロックレバー２２は、固定ウェイト
フック部１１を貫通して水平状態に配置され、ロックレバー２２と固定ウェイトフック部
１１とを係合（ロック）させる。一方、荷役時において、インボードアーム４を格納状態
から解放する時には、図７に示すように、作業者はロックレバー２２の操作部を把持して
下方へと押し下げることにより、ロックレバー２２を枢軸２６の回りに回転させ、ロック
レバー２２の固定ウェイトフック部１１との係合状態を解除する。
【特許文献１】特開２００３－３２１１００号公報
【特許文献２】特開２００４－１５５４７１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、従来のロック装置２０は、インボードアーム４のロック解除時に、ロッ
クレバー２２の操作部を把持して下方へと押し下げる際に、作業者に大きな力を要求し、
また、作業者は、ロック解除の際にロックレバー２２とＨ形鋼設置台２１との間に指を挟
まないように注意する必要があった。
【００１４】
　そこで、本発明の目的は、インボードアームのロック解除時のロックレバーの操作を容
易とし、また、ロック解除の際にロックレバーとＨ形鋼設置台との間に指を挟むのを防止
することのできるローディングアーム及びローディングアームロック装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的は本発明に係るローディングアーム及びローディングアームロック装置にて達
成される。要約すれば、本発明は、一態様によると、インボードアームの固定ウェイトに
設けられた固定ウェイトフック部に係合して、ローディングアームをロックするためのロ
ック装置において、
　ローディングアームのライザーに設置された設置台に固定された基台と、前記基台に対
して揺動自在に取り付けられたロックレバーと、を備え、
　前記ロックレバーは、一端にバランスウェイトを固定し、他端は作業者が把持し操作す
る操作側を形成するためのパイプ状の操作管とされ、
　前記操作管は、前記操作管の端部開口部から引出可能に前記操作管の内部に摺動自在に
配置され、前記操作管内に設けた付勢手段により前記端部開口部とは反対側へと付勢され
た円柱状の可動ウェイトを備えており、
　前記可動ウェイトには、前記付勢手段による付勢力に抗して前記可動ウェイトを前記開
口部から前記可動ウェイトの一部を引き出した時、前記操作管に係合して、前記可動ウェ
イトの前記操作管内方への移動を阻止する係止機構が設けられることを特徴とするローデ
ィングアームロック装置が提供される。
【００１６】
　一実施態様によると、前記基台には、前記ロックレバーの揺動を制限するための係止ピ
ンを備えている。
【００１７】
　他の実施態様によると、前記係止機構は、前記可動ウェイトの直径方向に摺動自在に配
置されたロックボタンと、前記ロックボタンを前記可動ウェイトの半径方向外方へと押圧
しているばね部材と、を備えており、前記ロックボタンは、前記可動ウェイトが前記可動
ウェイトの前記開口部から前記可動ウェイトの一部を引き出した時、前記可動ウェイトの
外周部より外方へと突出して前記操作管に係合して、前記可動ウェイトの前記操作管内方
への移動を阻止する。
【００１８】
　他の実施態様によると、前記付勢手段は、ばね部材であり、前記可動ウェイトに形成さ
れた長穴内に設置され、一端が可動ウェイトに取り付けられ、他端は、前記操作管に取り
付けられて、前記可動ウェイトを前記操作管開口部とは反対方向に付勢する。
【００１９】
　他の実施態様によると、前記操作管に、前記可動ウェイトの外周部より外方へと突出し
た前記係止機構の前記ロックボタンを前記可動ウェイトの外周部より内方へと押し込むた
めの押し下げ装置を設ける。
【００２０】
　本発明の他の態様によると、インボードアームの固定ウェイトに設けられた固定ウェイ
トフック部に係合して、ローディングアームをロックするためのロック装置を備えたロー
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ディングアームにおいて、
　前記ロック装置は、上記いずれかの構成とされるローディングアームロック装置である
ことを特徴とするローディングアームが提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、インボードアームのロック解除時の棒状操作管の操作を容易とし、ま
た、ロック解除の際に操作管とＨ形鋼設置台との間に指を挟むのを防止することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明に係るローディングアーム及びローディングアームロック装置を図面に則
して更に詳しく説明する。
【００２３】
　実施例１
　図１～図７を参照して、本発明に係るローディングアーム及びローディングアームロッ
ク装置の一実施例を説明する。
【００２４】
　本実施例にて、ロック装置２０が設置されるローディングアーム１は、先に図４及び図
５を参照して説明した構成のローディングアーム１とすることができる。従って、ローデ
ィングアーム１の全体構成についての説明は先の説明を援用し、ここでの再度の説明は省
略する。
【００２５】
　ただ、ローディングアーム１の全体構成は、先に説明したローディングアーム１の構成
に限定されるものではなく、種々の変更態様が可能である。本発明は、インボードアーム
４の固定ウェイト１０の下部に固定ウェイトフック部１１を備え、ロック装置２０により
ロックされる構成のローディングアーム１であれば任意の構成のものに適用し得る。
【００２６】
　本実施例にて、ロック装置２０は、図６及び図７に示すように、ライザー２に設置され
たＨ形鋼から成る設置台２１上に取り付けることができる。
【００２７】
　また、本実施例にて、ロック装置２０の全体構成は、図１に示すように、従来と同様の
構成とされる。つまり、ロック装置２０は、作業者が把持し、操作することのできる操作
部材として所定長さのロックレバー２２を備えており、ロックレバー２２は、基台２３に
揺動自在に取り付けられている。
【００２８】
　基台２３は、本実施例では、上方に開口した断面がＵ字形状の細長溝部２４ａが形成さ
れた基台本体２４と、この基台本体２４と一体に形成され基台本体２４を設置台２１に取
り付けるための支持台２５とを有している。支持台２５は、ボルト２５ａにより設置台２
１に固定されている。
【００２９】
　基台本体２４の細長溝部２４ａ内に位置して、ロックレバー２２が配置されている。本
実施例にて、ロックレバー２２は、詳しくは後述するが、長手方向に軸受部２７と係止部
２８とを備えており、図１にて、係止部２８から左側に位置するパイプ状の操作管３０と
、軸受部２７から右側へと延在した端部軸３１と、軸受部２７と係止部２８とを連結する
連結軸３２とを備えている。操作管３０は、作業者が操作するための操作部を形成する。
【００３０】
　更に説明すると、上記構成のロックレバー２２は、上述のように、その長手方向一端部
に隣接して形成された軸受部２７に、基台本体２４の細長溝部２４ａを横切って装着され
た枢軸２６が装着される。これによりロックレバー２２は、基台本体２４の細長溝部２４
ａ内に取り付けられ、この枢軸２６を回転中心として揺動自在とされる。
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【００３１】
　本実施例にて、ロックレバー２２は、図１にて軸受部２７より右側に延在する端部軸３
１の端部には、バランスウェイト２９が固定されている。また、軸受部２７より左側に位
置した係止部２８にはロックレバー２２の長手軸線に直交する直径方向に貫通した係止穴
２８ａが形成されている。係止穴２８ａには、係止ピン５３（図６をも参照）が装着され
、ロックレバー２２をロック位置に固定する。
【００３２】
　図１にて、係止部２８より左側に位置した操作管３０は、作業者がロックレバー２２を
一点鎖線で示すロック状態と、実線で示す解除状態に移動させるために把持し操作するた
めのものである。操作管３０は、基台本体２４の細長溝部２４ａより所定の長さ突出して
延在している。本実施例にて、操作管３０は、図２にて外径Ｄ１を４３ｍｍ、内径Ｄ２を
２９ｍｍとし、図１にて長さＬ１が３３０ｍｍとされる鋼管とした。軸部３１、３２は、
それぞれ、直径ｄ１が４３ｍｍ、ｄ２が１２ｍｍの鋼製ロッドとされ、係止部２８と軸受
部２７との間（Ｌ２）、及び、軸受部２７とバランスウェイト２９との間（Ｌ３）は、そ
れぞれ、Ｌ２＝１３０ｍｍ、Ｌ３＝１３０ｍｍとした。ただし、この形状寸法に限定され
るものではない。
【００３３】
　図２、図３をも参照して、本実施例に従った操作管３０の構成を説明する。
【００３４】
　本実施例にて操作管３０は、上述したように、パイプ状の細長棒状部材とされ、一方の
端部側は、操作時に把持するために基台本体２４の細長溝部２４ａより所定の長さ（略Ｌ
１とされる長さ）突出して延在しており、他方の端部側は、係止部２８に一体に接続され
ている。
【００３５】
　操作管３０の内部には、可動とされる円柱状のウェイト３３が移動自在に装入されてい
る。本実施例にて、可動ウェイト３３は鋼製ロッドとされ、直径Ｄ０が２２ｍｍ、長さＬ
０を２２０ｍｍとした。この形状寸法の可動ウェイト３３は、質量が９５０ｇであった。
【００３６】
　可動ウェイト３３は、長手方向において略中間部に、係止機構３４を備えている。また
、可動ウェイト３３を係合部２８側へと付勢する付勢手段３５を備えている。
【００３７】
　先ず、係止機構３４について説明する。
【００３８】
　係止機構３４は、可動ウェイト３３に直径方向に貫通して形成された段付き穴３６と、
この係止穴３６に摺動自在に設置されたロックボタン３７と、このロックボタン３７を直
径方向外方へと付勢するばね部材３８とを備えている。
【００３９】
　段付き穴３６は、円柱状可動ウェイト３３の直径方向に小径部３６ａと大径部３６ｂと
を備えており、大径部３６ｂにはねじ溝が形成される。
【００４０】
　ロックボタン３７は、段付き穴３６の小径部３６ａに適合して摺動することのできる小
径軸部３７ａと、段付き穴３６の大径部３６ｂに適合して摺動することのできる大径のフ
ランジ部３７ｂとを備えている。また、段付き穴３６の大径部３６ｂの端部には、栓体３
９が螺合されている。
【００４１】
　上記構成にて、ロックボタン３７の大径端部フランジ３７ｂと栓体３９との間に付勢部
材としてのばね部材３８が設置されており、ロックボタン３７を直径方向外方へと押圧し
ている。ただし、この状態にて、ロックボタン３７の小径軸部３７ａは、操作管３０の内
壁面に当接しており（図２（ａ））、従って、それ以上の直径方向への突出が阻止されて
いる。
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【００４２】
　次に、可動ウェイト付勢手段３５について説明する。
【００４３】
　可動ウェイト３３には、係止機構３４に隣接した領域から、係止機構３４とは反対側端
部方向へと軸線に沿って延在する長穴４０が形成され、この長穴４０に付勢部材としての
ばね部材４１が設置される。ばね部材４１の一端は、この長穴４０の閉鎖端部４０ａに隣
接した領域にて直径方向に貫通して形成された係止穴４２に取り付けた係止ピン４３に取
り付けられる。ばね部材４１の他端は、係止部２８に隣接した操作管３０の端部３０ｂ領
域にて操作管３０の直径方向に対向して形成された係止穴４４、４４に両端部が取り付け
られた係止ピン４５に接続される。また、可動ウェイト３３の、操作管３０の開口端部３
０ａに面した端部３３ａには、鎖５０が取り付けられており、鎖５０の先端は、操作管３
０の開口端部３０ａから外方（図２にて左側）へと出ている。
【００４４】
　従って、操作管３０内に設置された可動ウェイト３３は、通常は、図２（ａ）に示すよ
うに、ばね部材４１にて操作管３０の端部開口部３０ａとは反対方向へと引っ張られ、操
作管３０内に位置している。このとき、係止機構３４のロックボタン３７は、上述したよ
うに、小径部３７ａの先端が操作管３０の内壁面に当接しており、従って、可動ウェイト
３３は、操作管３０内を可動とされる。
【００４５】
　この状態での操作管全体の重心は、軸受部２６近傍に位置するように、バランスウェイ
ト２９が調整されている。
【００４６】
　いま、作業者が可動ウェイト３３の先端に取り付けられた鎖５０を引っ張ると、図３に
示すように、可動ウェイト３３がばね部材４１の付勢力に抗して操作管３０の端部開口部
３０ａから長手軸線方向外方（図３にて左側）へと引き出される。そして、係止機構３４
のロックボタン３７の先端部が操作管３０の開口端部３０ａから更に軸線方向外方へと引
き出された時、ロックボタン３７の先端部３７ａの操作管内壁による拘束が解放され、ロ
ックボタン３７の小径軸３７ａが、ばね部材３８の押圧力により可動ウェイト３３の半径
方向外方へと突出する。その突出量は、フランジ３７ｂが段付き穴３６の肩部（大径部３
６ｂと小径部３６ａとの境界部）に当接することにより制限される。
【００４７】
　尚、本実施例では、可動ウェイト３３の飛び出しを制限するために、可動ウェイト３３
の一端と、係止ピン４５との間に可撓性の紐４７が設けられている。
【００４８】
　作業者が可動ウェイト３３の引出しを停止し、鎖５０の把持力を緩めると、可動ウェイ
ト３３は、ばね部材４１の引き戻し力により操作管３０の内部へと引き戻されるが、ロッ
クボタン３７の先端小径軸３７ａが、操作管３０の開口部３０ａの端面に当接し、それ以
上の移動が阻止され、可動ウェイト３３は所定長さＬ４とされる一部が突出した状態に維
持される。本実施例にてＬ４＝１４０ｍｍとした。
【００４９】
　ここで、上述のように、本実施例では可動ウェイト３３は、質量が９５０ｇとされたが
、可動ウェイト３３を１４０ｍｍ突出させることにより、ロックレバー２２のバランスが
とれた状態となった。即ち、１ｋｇを超えるとロックレバー２２を上方へと移動させるの
が次第に困難となり、また、９００ｇ未満ではロックレバー２２を下方へと移動させるの
が次第に困難となってくる。
【００５０】
　つまり、本実施例では、上記構成によって、ロックレバー２２の重心が、前記軸受部近
傍位置から作業者の操作部側へと移動することとなり、作業者に必要とされる操作管３０
の押し下げ力が低減され、操作に最も適した重心位置とされる。
【００５１】
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　このように、本実施例では、ローディングアーム１を格納状態から荷役作業状態へと移
動させるために、作業者が、ロック装置２０を解除する際のロック装置２０の操作管３０
の操作が著しく容易となる。従って、操作管３０の操作をゆっくりと行うことができ、ロ
ック解除の際に、勢い余って、操作管３０とＨ形鋼設置台２１との間に指を挟む可能性は
著しく低減される。
【００５２】
　また、本実施例によれば、図１に示すように、連結軸部３２と係止部２８との間に位置
して、操作部材（ロックレバー２２）の下方への移動を制限するストッパーピン５１が装
着されている。従って、下方へと操作されたロックレバー２２は、軸部３２がストッパー
ピン５１に当接し、それ以上の回転を阻止する。従って、作業者が必要以上に操作管３０
を下方へと押下することはなく、作業者が誤って操作管３０と水平基台２１との間に手を
挟むといった事故を完全になくすことができる。
【００５３】
　上記構成とされる本実施例のロック装置２０の操作（作動態様）について説明する。
【００５４】
　図１、図６及び図７にて、ロック装置２０の操作部材、即ち、ロックレバー２２は、枢
軸２６を中心として反時計方向に回転して、水平状態へと移動し、固定ウェイト１０の下
部に取り付けられたフック部１１に係合させ、インボードアーム４を固定する（図６に示
すロック状態）。このとき、ロック装置２０は、基台本体２４の係合穴５２（図７参照）
、及び、ロックレバー２２の係合部の係止穴２８ａを貫通して、係止ピン５３を装入し（
図６参照）、ロックレバー２２が下方へと移動するのを防止する。
【００５５】
　図７及び図８を参照して、本実施例によるロック装置２０におけるロックレバー２２と
フック部１１との係合動作について説明する。
【００５６】
　フック部１１は、所定の距離だけ離間して互いに平行に配列された同形状寸法の二つの
フック部材１１Ａ、１１Ｂを備えている。各フック部材１１Ａ、１１Ｂは、下方部に内方
へと湾曲した対をなすフックを備えており、両フックにて形成される開口部１２の幅Ｗは
、ロックレバー２２、即ち、操作管３０の直径よりも大とされる。従って、図８（ｃ）に
示すように、両フック部材１１Ａ、１１Ｂが操作管３０に対して直交した配置とされる場
合には、操作管３０は、両フック部材１１Ａ、１１Ｂに対して自由に出入り可能である。
【００５７】
　一方、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、両フック部材１１Ａ、１１Ｂが操作管３０に
対して斜行配置とされた場合には、フック部内に配置された操作管３０は、両フック部材
１１Ａ、１１Ｂのいずれかのフックと係止し、両フック部材内より開口部１２を介して外
側へと出ることはできず、また、フック部材１１Ａ、１１Ｂの外側に配置された操作管３
０は、開口部１２からフック部材１１Ａ、１１Ｂ内へと進入することはできない。
【００５８】
　従って、本実施例によるロック装置２０にてロックレバー２２、即ち、操作管３０をフ
ック部から出し入れする際には、必ず、ローディングアーム４の角度及び斜度調整作業が
必須とされる。斯かる作業は当業者には周知であるので、これ以上の説明は省略する。
【００５９】
　本実施例のロック装置２０を解除するためには、先ず、上述のようにローディングアー
ム４の角度及び斜度調整作業を行い、図８（ｃ）に示すように、両フック部材１１Ａ、１
１Ｂを操作管３０に対して直交配置とする。
【００６０】
　次いで、図３に示すように、操作管３０の開口部３０ａより外方へと出ている鎖５０を
引張り、可動ウェイト３３を操作管３０の外方へと引き出す。ロックボタン３７の先端部
の操作管内壁による拘束が解放され、ロックボタン３７の小径軸３７ａが、ばね部材３８
の押圧力により外方へと突出し、可動ウェイト３３の内方への移動が阻止される。
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【００６１】
　次いで、ロック装置２０における係止ピン５３を除去し、操作管３０を下方へと押し下
げる。操作管３０は、ストッパー５１に当接し、それ以上の移動が不可とされる。
【００６２】
　操作管３０の上方への移動を制限するために、上記係止ピン５３を、ロック状態時と同
様に、ロック装置２０に装着することもできる。
【００６３】
　従って、下方へと操作された操作管３０は、ストッパー５１及び係止ピン５３にて挟持
され、この状態に維持される。この状態にて、可動ウェイト３３は、ロックボタン３７の
小径軸３７ａを可動ウェイト内へと押し下げることにより、操作管内へと自動的に戻して
おくこともできる。
【００６４】
　なお、ロックボタン３７の小径軸３７ａを可動ウェイト３３内へと押し下げるために、
図９に示すような押し下げ装置６０を操作管３０に設置することもできる。
【００６５】
　本実施例にて、押し下げ装置６０は、ロックボタン３７の小径軸３７ａの先端部に当接
し押し下げる作用部６１を備えており、この作用部６１は、蝶番６２（６２ａ、６２ｂ）
にて揺動自在に操作管３０に取り付けられている。
【００６６】
　上記構成にて、ロックボタン３７の小径軸３７ａが可動ウェイト３３内へと押し下げら
れ、可動ウェイト３３を操作管内へと戻しておくことにより、ローディングアーム４は、
ロック装置２０によるロックが解除され、所定の荷役作業のための位置へと移動される。
【００６７】
　荷役作業後にローディングアーム４を収納位置へと確保するには、上記手順の作業を逆
に行うことにより、実施される。
【００６８】
　つまり、インボードアーム格納時には、操作管３０は、図８（ｃ）の状態に配置された
両フック部材１１Ａ、１１Ｂの開口部１２を通ってフック部１１内に位置して水平状態に
配置し（図６の状態）、係止ピン５３にてこの状態に固定する。次いで、インボードアー
ム４を移動して、図８（ａ）、或いは、図８（ｂ）の状態として、ロックレバー２２、即
ち、操作管３０とフック部１１とを係合させる。
【００６９】
　上記構成のローディングアームロック装置２０によれば、インボードアーム４のロック
解除時の棒状操作管３０の操作を容易とし、また、ロック解除の際に操作管３０とＨ形鋼
設置台２１との間に指を挟むのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係るローディングアームロック装置の一実施例の概略構成断面図である
。
【図２】図２（ａ）は、本発明に従って構成される操作管の一実施例を示す概略構成斜視
図であり、図２（ｂ）は、可動ウェイトの一実施例を示す概略構成斜視図である。
【図３】図２に示す操作管にて可動ウェイトが一部引き出された状態を示す概略構成斜視
図である。
【図４】本発明を適用し得るローディングアームの作動状態を示す概略構成図である。
【図５】本発明を適用し得るローディングアームの格納状態を示す概略構成図である。
【図６】ローディングアームにおけるローディングアームロック装置を示す斜視図である
。
【図７】ローディングアームロック装置の作動状態を説明する斜視図である。
【図８】ローディングアームロック装置のロック、解除作動を説明する図である。
【図９】ロックボタン押し下げ装置の一実施例を示す図である。
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【符号の説明】
【００７１】
　１　　　　　　　　ローディングアーム
　２　　　　　　　　ライザー
　４　　　　　　　　インボードアーム
　１０　　　　　　　固定ウェイト
　１１　　　　　　　固定ウェイトフック部
　１１Ａ、１１Ｂ　　フック部材
　２０　　　　　　　ロック装置
　２１　　　　　　　設置台
　２２　　　　　　　ロックレバー
　２３　　　　　　　基台
　２４　　　　　　　基台本体
　２４ａ　　　　　　細長溝部
　２５　　　　　　　支持台
　２６　　　　　　　枢軸
　２７　　　　　　　軸受部
　２８　　　　　　　係止部
　３０　　　　　　　操作管
　３３　　　　　　　可動ウェイト
　３４　　　　　　　係止機構
　３５　　　　　　　可動ウェイト付勢手段
　３７　　　　　　　ロックボタン
　３８、４１　　　　ばね部材（付勢手段）
　５１　　　　　　　ストッパー
　５３　　　　　　　係止ピン
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